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開会時刻 午後１時３０分 

 

 ただいまから、令和６年第１９回教育委員会定例会を開催いたします。 

本日は、１名の方から傍聴の申し出がありました。事務局は傍聴人を入室

させてください。 

それでは、日程第１、署名委員を決定します。 

平井委員と井戸委員にお願いいたします。 

続いて、日程第２、議案の審議にまいります。 

第３４号議案、子ども夢の商店街開催に伴う教育委員会後援名義の使用承

認についてを議題とします。事務局から説明をお願いします。 

 

お手元の資料をご覧ください。 

教育委員会後援名義の使用についてご審議をお願い申し上げます。 

子ども夢の商店街実行委員会より、令和６年１１月２３日（土）、２４日

（日）の２日間にわたり、江東区亀戸の商業施設アリオ北砂において実施す

る、子ども夢の商店街の後援名義の使用申請がございました。 

子ども夢の商店街とは、子どもたちが働くことの面白さと難しさを学ぶこ

とができるキャリア教育イベントでございます。参加する子どもたちは、家

庭で準備したお店であるお店屋さんを開業するか、警察官や銀行員等、運営

に携わるお仕事に就くかを選ぶことができ、その対価としておむすび通貨を

手に入れることができます。おむすび通貨は、会場の子どもたちのお店屋さ

んで使えるだけでなく、地域の連携店で買い物をすることができ、通貨を手

にする過程で働く意欲を育み、働く面白さと苦労を学んでもらうことが本イ

ベントの目的とのことでございます。 

このイベントにつきまして、後援名義申請がなされるのは２回目となりま

すが、子どもたちにお金と経済の仕組みに触れてもらうことや、様々な体験

をすることで生きる力を養うことができるなど、事業内容が教育に寄与する

ものでございます。 

会場が江東区であり、江戸川区で実施した実績はございませんが、６月の

同イベント、同会場で実施した際は、２日間で、保護者を含む来場者４，０

００人のうち、江戸川区在住の参加者が全体の４０．９％、１，６７７人を

占めており、実際に区内の小学校の児童が参加するイベントとなってござい

ます。 

以上のとおり、事業内容の性質、これまでの経緯から、後援名義の使用を

承認していただきたいと考えているところでございます。本件につきまし
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て、ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

ただいまの件に関して、質問、意見等あれば、お願いします。 

 

今のこのイベントに対して、地域との繋がりということを冒頭におっしゃ

っておりましたけれども、ちょっともう少し地域との繋がりを教えていただ

きたいのです。どういった繋がりなのかというところを教えていただけたら

ありがたいです。 

 

このおむすび通貨をこのイベントだけでなく、地域の商店等でお金として

使えるということでございます。しかしながら、江戸川区で今使える店舗は

２店舗となっております。松江地区の書店、それから篠崎地区のとんかつ屋

の２店ですので、今後、江戸川区内で使える店舗を増やしてもらうように事

務局のほうに働きかけたいというふうに考えてございます。 

 

こちらの後援名義について、今回に関しては子どもたちのいい勉強の学び

の場ということで承認はいいのかなと思っているのですが、ただ、やっぱり

地域との繋がりの中で江戸川区は参加するけど、江戸川区に帰ってきての地

域の繋がりが２店舗だけですと、どこが繋がっているのかなって正直言って

見えづらい。そこで、来年について変わらないのであれば、ちょっともう１

回、その後援に対する見直すというところの一つきっかけにもしておくべき

ではないかというが、私の中ではあります。 

以上です。 

 

ほかの委員さん、いかがでしょうか。 

 

今年２回目というところですけれども、前回いただきました資料と中身が

ほぼほぼ変わってないというようなところがあるかと思います。２０２３年

度での資料というのが結構ありますので、２４年１０月ということでほぼほ

ぼ１年間、間が空いているかなと思いますので、その間の資料等をもう少し

いただければという思いはあります。 

特に、実績に関しても、開催実績、丸々１年以上空いている。２０２３年

の４月がこの最後の資料となっております。また、決算報告につきまして２

０２２年度、２０２３年度とありますが、決算月が２月のようですので、２

０２４年度の２月決算も提示していただければなというところは希望をし
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たいかなと思います。 

一般社団法人ユメ・フルサトとも事務手続き上あるようですけれども、こ

ちらに関しては定款と役員のみになっておりますが、場合によっては、こち

らのほうの決算も必要なのかなという気持ちもちょっとしています。 

 

承知しました。 

 

よろしくお願いします。ほかいかがでしょうか。 

 

私は、子どもにとってはとてもいい学びの場なのかなと思います。ただ、

やっぱり引っかかる部分はありまして、それを調べたら２店舗になっていた

ので、増えるということはもっと増える可能性もあるのではないかなと思い

ますので、やはりその辺をクリアできれば、とてもいいイベントではないか

なと、このように思いました。 

 

うちの事務職員も家族で行ってきたら、とてもよかったという話を聞いて

いるので。ただ、課題は委員さんおっしゃっていただいた形であるので、い

ろいろ要望というか、そういう形にしていただけるとありがたいですね。応

援するのはやぶさかでないけども、こういうところはちょっと気になるとい

うことを出しながら、了承するという形でよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

ほかになければ、第３４号議案は、原案のとおり決定いたします。 

続いて、日程第３、教育関係事務報告にまいります。 

教育委員会後援名義の使用承認について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

それでは、ご報告を申し上げます。教育委員会後援名義等使用申請一覧を

ご覧ください。 

今回１３回目の後援名義申請となります。行事名は、出前授業「能楽こと

はじめ」。申請者は、緑翔会代表、松山隆之さんであります。事業目的でご

ざいますが、江戸川区での能楽普及とともに、次世代を担う子どもたちに 

日本文化に触れる機会を提供する。ユネスコ無形文化遺産に認定されている

能楽を通じて、子どもたちの国際的な視野と豊かな人間性を育むというもの
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であります。実施日時は、令和６年１２月１３日（火）に南小岩第二小学校、

同月２３日（月）に小岩第二中学校を予定してございます。事業の対象と範

囲は、それぞれ、小学校第６学年、中学校第２学年、その他、教員、学校関

係者であります。経費の徴収及び賞状・副賞等はございません。 

次のページに企画書がございますけれども、中ほどにございますように、

室町文化や伝統芸能の体験機会として、能楽の実演を含めた講義ということ

で展開するものでございます。予算書ございますが、収入支出ともにゼロ円

というところであります。 

報告は以上です。 

 

ただいまの件に関しまして、何か質問、意見などはございますでしょうか。 

 

私も数年前にこちらの事業を拝見させていただいて、子どもたちと本当に

近く指導していただくというかですね、本当に子どもたちが理解をしやすい

ように工夫されている。そして、能楽を通じて日本文化を伝えてくれている

なというのを、大人の私が見てもですね、日本の文化ってすばらしいんだな

ってことを実感できるような、そんな行事だったように記憶しています。続

けていただきたいというよりも、続けていただいていることにありがたいな

と思っているので、ぜひともこちらのほうは後援をして、できる限り長く続

いて子どもたちにも日本の文化を継承していっていただければなと思って

おります。 

 

ありがとうございます。 

 

１３回目ということで、江戸川区に在住されている松山さん、ＰＴＡ会長

でもあり、精力的に活動していただいていること、本当に頭の下がるところ

でございます。１３回目の今回後援依頼ということで、できれば逆に江戸川

区のほうから何か依頼して、催し物に参加していただけるような、そんなイ

ベントもあったらいいのかな、できればいいかなというのをちょっと思った

ところです。 

 

何か依頼してやっていただいたりしているよね。 

 

江戸川区からの依頼としては、文化センターでの公演等もしていただいて

いますし、内部的なものですけれども、幹部職員の勉強会ですとかも講師と
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して来ていただきまして、私どもが受講なんですけれども、舞や舞台などを

長くご披露していただいたりとか、能楽の衣装もその場で着付けをしていた

だいたり、能楽を奏でている歴史や文化を紹介していただくなどということ

で、大変有意義な公演を見させていただきました。 

以上です。 

 

ありがとうございます。非常にいいことだと思います。幅を広げてもらっ

ていろんな方を対象にした、なんかそんなイベントがまたあれば、検討いた

だければという気持ちでございます。 

以上でございます。 

 

６月にエヴァ・マカイスクールが来たときもね、小岩二中で歓迎しながら

松山さんがね、能を歌っていただいたりとかね、日本の伝統文化を披露する

方が、身近に江戸川区にいるということがありがたいし、大事にしていきた

いですね。 

ほか、いかがですか。 

 

今回、南小岩第二小学校と小岩二中なんですけれども、本当に松山さんは、

そういう感じだと思うんですけれども、もっと全体にはいろんなところには

このような事業というのはやっているんでしょうか。 

 

校長会等でご紹介いただいて、今回たまたま地元なんですけれども、それ

以外の学校でも出張してご公演をいただいております。希望すれば。 

 

何校かでやっているよね。 

 

９月２２日に文化センターで４校集めまして、２，０００人規模でやって

いただいて。東京都の事業。 

 

 東京都の事業の中でね。やっていただいて。 

 ほかよろしいでしょうか。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

なければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 
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次に、教職員の人事についての報告にまいりますが、人事に関する案件で

あるため、江戸川区教育委員会会議規則第１３条に定める秘密会で審議した

いと思いますが、この発議に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

〔賛成者挙手〕 

 

賛成多数と認めます。本案件は秘密会となります。 

報告は、本日の公開案件の後、行いたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

次に、いじめ電話相談（令和６年９月分）について、事務局から説明をお

願いします。 

 

令和６年度９月分のいじめ電話相談につきまして、ご報告させていただき

ます。 

９月は２件でございます。学齢別、男女別としましては、小１男子児童の

ことについて１件、もう１件が小６、こちらは不明となっております。こち

らが１件です。相談の内訳としましては、暴力に関することが１件、直接的

な言葉に対するのが１件でございます。架電者は母親、そして本人となって

おります。 

報告は以上でございます。 

 

ただいまの件に対して、質問等があればお願いいたします。 

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

よろしいでしょうか。 

ほかになければ、ただいまの報告事項を了承いたします。 

これより会議は秘密会となります。傍聴の方は退室願います。 

 

〔秘密会〕 

〔秘密会終了〕 

 

秘密会はここまでとします。 

以上をもちまして、令和６年第１９回教育委員会定例会を終了します。 

閉会時刻 午後１時５４分 
 


